
南相馬市屋内遊び場条例等の概要 

 

１ 条例制定の趣旨 

  屋内において遊具等を通じた運動と多様な遊びの場を提供し、もって子どもの体

力向上と健全育成を図るとともに、利用者相互のコミュニケーションの促進を図る

ことを目的とする「南相馬市屋内遊び場」の設置にあたり、必要な条例及び施行規

則を制定するもの。 

 

２ 屋内遊び場の概要 

  ◎施設名称    小高区子どもの遊び場 

  ◎位置      南相馬市小高区関場一丁目１番地の１ 

  ◎施設      次の２施設で構成する。（詳細は別添資料２－２のとおり） 

           ・Ａ棟（新築遊び場） わいわいエリア、すくすくエリア、

よちよちエリア、交流スペース 

           ・Ｂ棟（旧小高幼稚園）遊戯室１、遊戯室２、多目的室、交

流スペース 

  ◎配置図     別添資料２－２のとおり 

  ◎管理運営形態  指定管理者制度を予定（令和３年４月より） 

 

３ 設置条例の概要 

 （１）基本構成 

  ◎今般設置する遊び場施設は、既存の遊び場施設とその施設形態、用途、管理運

営方式等に差異があることから、既存の遊び場条例とは別立てとした、新たな

設置条例及び同条例施行規則を制定する。 

施設名・位置 施設形態 用途 管理運営 根拠条例 

・わんぱくキッズ広場 

（原町区高見町） 

・かしまわんぱく広場 

（鹿島区鹿島） 

全天候型 

（膜屋根 

＋人工芝） 

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ、複

合遊具等 

・人員配置なし 

・開館時間等の

定めなし 

南相馬市子ども

の遊び場条例 

南相馬みんなの遊び場 

（鹿島区鹿島） 

完全 

屋内型 

屋内砂場 ・直営（会計年

度任用職員） 

・9:00～16:30 

南相馬市みんな

の遊び場条例 

小高区子どもの遊び場 

（小高区関場） 

完全 

屋内型 

ｱｽﾚﾁｯｸ遊具、 

室内遊び場 

・指定管理者 

・10:00～17:00 

南相馬市屋内遊

び場条例 
 
  ◎施設の管理運営については、民間のノウハウ等を活用したサービス向上及び効

率的な経営等を推進する観点から、指定管理者制度の導入を予定している。 

そのため、条例に盛り込む条項等については、指定管理者による管理を前提と

したものとして策定する。（各条項については、市の指定管理者に係る準則及

び指定管理者制度導入している市内公共施設の設置条例を参考に制定。） 
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 （２）個別条項（主なもの） 

  ◎第１条～第４条（設置目的、名称及び位置、施設構成、実施する事業） 

  ◎第５条関係（利用者の範囲） 

   ・小学生以下の者及びその保護者 

   ・子育てに資する活動、研修等を行い、又は行おうとする個人又は団体 

   ・その他市長が適当と認める者 

    ※ 交流スペース、多目的室は利用者の範囲を限定しない。 

  ◎第６条関係（休館日） 

   ・毎週火曜日 

    ※ 子どもの利用に供する公共施設の休館日の多くが月曜日であることから、

月曜日に子どもが利用できる施設とするよう配慮 

   ・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

  ◎第７条（開館時間） 

    午前１０時～午後５時 

    ※ 県内・近県の公設遊び場事例等を参照し、混雑時の利用時間上限設定・

利用者入替（午前中に１クール、午後に２クール）に対応可能な時間枠と

する。 

  ◎第８条～第１２条、第２５条～第２８条（利用・物品販売の許可等、利用料金） 

   ・Ａ棟、Ｂ棟ともに利用料金は無料とする。 

  ・Ｂ棟中「多目的室」（旧小高幼稚園遊戯室）については、９９．２㎡と、一

定の広さとステージ等設備を有するなど、イベント、セミナー、会議等での

活用が見込めることから、許可行為に基づく占有及び目的外利用を可能とし、

その際には利用料金を徴することとする。（指定管理者の収入とする。） 

利用料金（占有時） 摘要 

２００円 １時間当たり 

   ※ 単価については、浮舟文化会館（研修室、和室、多目的室、創作室）及

び小高区復興拠点施設（北２棟和室、多目的室）の使用料２００円との均

衡を図った。 

   ※ 市・県・国の事業、幼稚園・保育園・小学校等の行事、子どものための

事業等は全額免除 

  ・物品の販売、寄附の勧誘、広告物の開示等を行う場合にも許可を要すること

とする。 

  ◎第１３条、第１４条（原状回復の義務、損害賠償） 

  ◎第１５条～第２４条、第３０条（指定管理者による管理等） 

  ◎第２９条（入場の制限） 

  ◎第３１条（市長による管理） 

  ◎第３２条（委任） 

  ◎附則（利用料金の免除） 

障がい者とその介助者が、多目的室を目的外利用する際の利用料金を免除す

るため、南相馬市障がい者の利用に係る公の施設の使用料又は利用料の免除
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に関する条例の一部を改正。（同条例第２条に、免除の対象となるよう施設

名を追記） 

 「南相馬市障がい者の利用に係る公の施設の使用料又は利用料の免除に関する条例」

第２条 

新旧対照表（案） 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

公の施設（名称） 使用料又は利用料金 

（略） （略） 

（仮称）小高区子

どもの遊び場 

南相馬市屋内遊び場

設置条例（令和2年南

相馬市条例第●●号）

第25条に規定する利

用料金 
 

公の施設(名称) 使用料又は利用料金 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

４ 施行期日 

  令和３年４月１日から施行する。 

 

５ 設置スケジュール 

 （１）施設関係 

   令和元年度  実施設計、地質調査 

   令和２年４月 建築主体・電気設備・機械設備工事等着工 

   令和３年２月 工事完了 

       ３月 供用開始 

（２）例規関係 

  ６月２６日  企画調整会議 

   ６月３０日  庁議 

   ７月２２日  小高区地域協議会諮問（原町区、鹿島区は報告） 

   ８月 ７日  法規審査会 

   ９月     市議会上程（条例、債務負担行為） 

   ９月２５日～ 

   １０月２６日 指定管理者公募 

   １１月１０日 指定管理者候補者プレゼンテーション審査 

   １２月    市議会上程（指定管理者選定） 

 

６ その他 

  後日、施設の愛称募集を予定 
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南相馬市屋内遊び場施設の概要 

 

 

１．整備に関する基本的考え方について 

 ・東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所事故の影響により、市内では

外遊びに対して不安を抱く子育て世代が急増した。 

 ・また、近年全国的に頻発する異常気象により、熱中症を誘発する猛暑や急な豪雨・

大雪等、安心して外遊びを行うことが厳しい状況にある。 

 ・こうした中、子育て世代が安心して暮らすことができる環境の整備と併せ、震災

後体を動かす機会が減少し、全国平均と比較して体力の低下や体重の増加が懸念

される市内の子どもたち（特に小高区の子どもたち）の体力向上及び肥満児の減

少に向けた健康づくり、併せて親子が集い、交流ができるスペースを確保し、保

護者同士のコミュニケーションの活性化等を目的として、完全屋内型の子どもの

遊び場を整備する。 

 

 

２．施設の概要 

（１）位置等 

設置場所 南相馬市小高区関場一丁目１番地の１ 

敷地面積 ２，８０２．７㎡ 

施設名称 

及び棟区分 

小高区子どもの遊び場 

Ａ棟（新築施設。９８８．６㎡） 

Ｂ棟（旧小高幼稚園。３６９．７㎡） 

供用開始 令和３年３月予定（４月１日より指定管理予定） 

（２）施設情報 

 【施設１】Ａ棟（現在整備中。令和３年２月竣工予定） 

   

構造・階 木造フッ素ガルバリウム鋼板葺２階建 

延床面積 ９８８．６㎡（１階８８３．２㎡、２階１０５．４㎡） 

事業予算額 ５７４，１８４千円（令和元年度及び令和２年度） 

対象児童 乳幼児～小学生程度 

間取り等 
【プレイスペース（８０６．８㎡）】 

 衝突事故等防止のため、年齢別エリア分けを実施 

完成予想図 

資料２－２ 
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【その他エリア（１８１．８㎡）】 

 出入口ホール、ロッカーコーナー、トイレ、自販機コーナー、

廊下、事務スペース、倉庫、授乳室、交流スペース等 

設置遊具 

①わいわいエリア 

 対象：主に小学生以上の児童 

 遊具：ネット遊具、エアー遊具、回転遊具、ボルダリング、 

ロープウエイ、すべり台等 

②すくすくエリア 

 対象：３～５歳児 

 遊具：バランス感覚を養う遊具やクッション性のあるブロッ

ク、ままごと家具等 

③よちよちエリア 

 対象：０～２歳児 

 遊具：乳幼児が体を動かせる遊具（ハイハイ等）、知能遊具等 
   
 【施設２】Ｂ棟（旧小高幼稚園） 
   

   
 

建設年月 平成７年３月（平成２５年８月に一部改修） 

構造・階 鉄骨造平屋建て 

事業予算額 １０，０００千円（令和２年度施設改装） 

延床面積 ３６９．７㎡ 

間取り等 

【多目的室】 ９９．２㎡ 

【遊 戯 室】 ９８．０㎡（４９．０㎡×２室） 

【そ の 他】１７２．５㎡（事務スペース、玄関、ホール、トイ

レ、廊下、倉庫外） 

設置遊具 玩具、絵本等 

特記事項 

・親子がゆっくりと遊び・くつろげる屋内遊び場化のための施設

改装を実施 

・「話す・遊ぶ・造る」の３つのゾーニング 

①交流スペース（会話・喫茶ゾーン） 

飲食可能なカフェスペース 

 親子や利用者同士のおしゃべり、くつろぎの場 

②遊戯室（遊び場ゾーン） 

  木材を基調とした、ゆっくりと落ち着いて遊べるスペース
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（床面木材フローリング化、木の遊具・オブジェの設置） 

③多目的室（工作・ワークショップ・イベントゾーン） 

  工作、ワークショップなど子どもの創作意欲を刺激する体験

の場のほか、イベント、講演、研修など多様な使い方ができ

るスペース 
 
 【その他】屋外遊具及び駐車場 

  ・屋外遊具 ： ブランコ、雲梯、ジャングルジム、砂場、複合遊具等 

  ・駐 車 場 ： 敷地内２５台分（このほか遊び場近隣地に別途駐車場を整備） 

 

 

３．設備等の充実・強化 

（１）空調設備の拡充 

 ・本事業の実施にあたり、事業の対象となる未就学児及び小学生の保護者から丁寧

に意見をくみ取りながら事業構築を行ったところ、近年の異常気象（特に猛暑時）

の中で遊ばせることへの不安等が多く寄せられた。 

 ・県内外の類似施設を視察した結果、いずれの施設においても空調設備について強

く配慮されている状況を参考とし、本市の施設においても空調設備を拡充するこ

ととした。 

（２）小高４小学校児童の安全確保（フェンス設置・一方通行） 

 ・当該遊び場整備予定地については、小高４小学校の校庭と隣接した場所であるこ

とから、小学校と協議した結果、自動車の進入を規制するフェンスの設置や、敷

地内の自動車の通行を一方通行とするための対応を図った 

（３）屋根構造材の検討 

・屋根材について、既存の「わんぱくキッズ広場（原町区）」「かしまわんぱく広場

（鹿島区）」と同様に、膜素材の屋根と通常の金属屋根とを比較するなどし、設

計を進めていたが、膜素材は、金属材と比較してイニシャルコストが嵩む（膜：

25～45千円/㎡、金属：7～13千円/㎡）こと、ランニングコストにおいても金属

材が優位であることから、金属材を採用することとした。 

（４）太陽光発電設備の導入 

 ・費用の更なる抑制を図るため、市再生可能エネルギー推進ビジョンに基づき、太

陽光発電設備を導入することとした。 

 

 

４．公共事業評価委員会について 

上記３を踏まえ設計を進めた結果、事業費が５億円以上となることから、南相馬

市公共事業評価実施要綱の規定に基づき、令和２年１月１７日に公共事業評価委

員会に諮問し、以下のとおりの答申をいただいた。 

【評価結果】 

  ・必要性・有効性がともに認められる。 
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【付帯意見】 

  （１）本施設が有効となるために、衛生面・安全面を含めて総合的に運営できる

ような団体及び人材の確保に努めること。 

  （２）健康増進以上に、コミュニティの形成に資する施設となるよう努めること。 

【対応方針】 

上記評価結果及び付帯意見に対する対応方針は、次のとおりとする。 

  （１）他の類似施設の運営体制等を参考としながら、安全かつ適切な運営を実践

できる団体の探索に努める。 

     また、運営団体が決定した後には、安全確保及び衛生対応の徹底はもとよ

り、子どもたちに対して意図的に運動する機会をつくり出し、魅力的な遊び

を考える役割を担う「プレイリーダー」の養成を促すなど、より魅力的な遊

び場となるよう働きかける。 

  （２）本施設について、小高区内の子どもだけでなく区外及び市外からの利用も

促進することにより、遊びを通じた交流が図られるよう努める。 

     また、保護者同士の交流も促進するため、特に小高幼稚園舎については、

保護者にとって居心地の良い空間づくりに努め、繰り返し訪れたくなる施設

づくりを目指す。 

 

 

５．事業費概算 

（１）建築工事費等 

項 目 金額 予算計上 

実施設計（地質調査費を含む） 28,397千円 令和元年度 

本体工事費 

（電気設備、機械設備、遊具、外構工事を

含む） 

528,991千円 

令和２年度 その他工事関連経費 3,355千円 

工事監理費 13,441千円 

小高幼稚園園舎改修費 10,000千円 

計 584,184千円  

※ 特定財源「福島再生加速化交付金（建設費分。国：補助率 1/2）」を活用 

（２）ランニングコスト見込み 

  ア 収入（利用料金） 

項目 内訳 金額 備考 

多目的室 2時間×4回/月×12月 19千円 
占有利用の場合

に限る 
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  イ 支出 

項目 内訳 金額 備考 

人件費 

施設管理者、副管理者、

プレイリーダー２名、

施設管理人、スタッフ

２名 

21,700千円 

 

光熱水費 
電気 

水道 
4,500千円 

 

その他施設管理

運営費 

消耗品費 

修繕料 

委託料 

賃借料 

備品購入費ほか 

6,800千円 

遊具点検・保守

等 

計 33,000千円  

  ウ 指定管理料等 

     収支比較し、不足する経費について指定管理料として支払いを予定 
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Ｒ２.２．２１  

議会全員協議会説明資料  

（ こ ど も 家 庭 課 ）  
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＜小高区子どもの遊び場配置イメージ図＞ 

小高幼稚園 

子どもの遊び場 

小高小学校 

体育館 

小高小学校 

校庭 
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小高区子どもの遊び場間取り図

Ａ棟（新築遊び場）

縁
側

ホール 倉庫

女子トイレ

男子トイレ
ﾛｯｶｰ
ｺｰﾅｰ授乳室

すくすくエリア

よちよちエリア 交流スペース

スロープ

自販機
　コーナー

多目的
トイレ

事務 

ｽﾍﾟｰｽ 

エアー遊具 

ボルダリング 

昇降 

ネット 

ロープ渡り 

回転遊具 

滑り台 

カウンター 

ロープウェイ 

わいわいエリア 

ハンモック 

坂のぼり 

（ロープ） 

坂のぼり 

（ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ） 

ｶﾝｶﾞﾙｰ 

ﾈｯﾄ 

バランス 

遊具 

バランス遊具 

ﾌﾟﾚｲ 

ﾊﾟｰﾃｰ 

ｼｮﾝ 
ままごと 

セット 

ｸｯｼｮﾝ 

ﾌﾞﾛｯｸ 

壁付ﾊﾟﾈﾙ 

ﾌﾟﾚｲ 

ﾊﾟｰﾃｰ 
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Ｂ棟（旧小高幼稚園）
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Ａ棟 

（新築遊び場） 
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倉庫 
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動線　平面計画案

南相馬市小高区子どもの遊び場新築工事 2019.08.30
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動線　平面計画案

南相馬市小高区子どもの遊び場新築工事 2019.08.30
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動線　平面計画案

南相馬市小高区子どもの遊び場新築工事 2019.08.30
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動線　平面計画案

南相馬市小高区子どもの遊び場新築工事 2019.08.30
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動線　平面計画案

南相馬市小高区子どもの遊び場新築工事 2019.08.30
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動線　平面計画案

南相馬市小高区子どもの遊び場新築工事 2019.08.30
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動線　平面計画案

南相馬市小高区子どもの遊び場新築工事 2019.08.30

A3　1/200
7/7

（14ｍ）

マ
ッ
ト

20
00
×
10
00

10
00
×
10
00

W
63
4

W
80
0

W
92
5

ネット昇り口
（φ800）

マット

2000×1000

W1185 W1185 W1185 W1185W1185W1185 W800

W
80
0

W
80
0

W
80
0
W
80
0

W
11
85

約70

スーパーノバ
安領 6090×6090

エアバウンス
4500×5400

マット
2000×500

マット
2000×500

バランスボード

ロープ渡り

⑩ロープウェイイメージ
※基礎工事が必要になるかもしれません。

0000020358
タイプライターテキスト
１８



 

 ○南相馬市屋内遊び場条例（案） 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条第１項の規定に基づき、屋内に

おいて遊具等を通じた運動と多様な遊びの場を提供し、もって子どもの体力向上と健全

育成を図るとともに、屋内遊び場の利用者（以下「利用者」という。）相互のコミュニケ

ーションの促進を図ることを目的として、南相馬市屋内遊び場(以下「屋内遊び場」とい

う。)を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 屋内遊び場施設の名称及び位置は次のとおりとする。 

 名称 小高区子どもの遊び場 

 位置 南相馬市小高区関場一丁目１番地の１ 

 （施設） 

第３条 屋内遊び場施設は、次に掲げる施設その他当該施設に付随する施設をもって構成

する。 

 ⑴ Ａ棟 わいわいエリア、すくすくエリア、よちよちエリア、交流スペース 

 ⑵ Ｂ棟 遊戯室１、遊戯室２、多目的室、交流スペース 

 （事業） 

第４条 屋内遊び場施設は、次に掲げる事業を行う。 

 ⑴ 遊具等を通した子どもの運動の場を提供すること 

 ⑵ 玩具、図書等を通じた子どもの知育、発育を促進する場を提供すること 

 ⑶ 子どもの健全育成や子育てに関する事業の企画及び実施に関すること 

 ⑷ 利用者相互のコミュニケーションの促進に関すること 

 ⑸ その他屋内遊び場施設の設置の目的を達成するために必要な事業 

 （利用者の範囲） 

第５条 屋内遊び場を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものと

する。 

 ⑴ 小学生(義務教育学校の前期課程の児童を含む。)以下の者及びその保護者 

 ⑵ 子育てに資する活動、研修等を行い、又は行おうとする個人又は団体 

 ⑶ その他市長が適当と認める者 

 （休館日) 

第６条 屋内遊び場の休館日は、火曜日、１月１日から同月３日まで及び１２月２９日か

ら同月３１日までの日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者（法第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。）が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、

又は臨時に休館日を定めることができる。 

 （開館時間) 

第７条 屋内遊び場の開館時間は、午前１０時から午後５時までとする。ただし、指定管

理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することが

できる。 

資料２－３ 
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 （利用の許可) 

第８条 利用者のうち多目的室の全部又は一部を占有して利用しようとする者 (以下「占

有利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を

受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。 

２ 指定管理者は、屋内遊び場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする際

にその利用について条件を付することができる。 

 （物品販売等の許可） 

第９条 利用者のうち、屋内遊び場（敷地内を含む）において次に掲げる行為をしようと

する者（以下「物品販売等希望者」という。）は、市長の許可を受けなければならない。 

 ⑴ 物品の販売その他これに類する行為 

 ⑵ 寄附の勧誘 

 ⑶ 広告物の掲示及び配布 

 ⑷ その他の屋内遊び場目的外利用に関する行為 

 (利用の制限) 

第１０条 指定管理者は、占有利用者及び物品販売等希望者が次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、第８条第１項に定める利用及び前条に定める行為（以下「物品販

売等行為」という。）を許可しない。 

 ⑴ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

 ⑵ 施設又は設備器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。 

 ⑶ その他管理に支障をきたすおそれがあるとき。 

（目的外利用等の禁止） 

第１１条 占有利用者及び物品販売等希望者は、その許可を受けた目的以外の利用や物品

販売等行為を行い、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

 （利用許可の取消し等） 

第１２条 指定管理者は、占有利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許

可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。 

 ⑴ 第１０条各号のいずれかに該当するに至ったとき。  

 ⑵ 利用の取消しを申し出たとき。 

 ⑶ 許可された内容と異なる利用が判明したとき、又は利用条件を遵守しなかったとき。 

 ⑷ 偽りの内容により申請を行う等の不正な手段で許可を受けたとき。 

 ⑸ この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。 

 （原状回復の義務） 

第１３条 占有利用者は、多目的室の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用を

停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回

復しなければならない。 

２ 占有利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者又は市において

これを執行し、その費用を占有利用者から徴収することができる。 

 （損害賠償) 

第１４条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備等をき損し、

又は滅失したときは、それによって生じた損害額を市に賠償し、又はこれを原状に回復

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでな

い。 

 （指定管理者による管理） 

第１５条 市長は、指定管理者に屋内遊び場の管理を行わせるものとする。 

 （指定管理者の公募） 

第１６条 市長は、指定管理者に屋内遊び場の管理を行わせようとするときには規則で定

める事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体（以下「団

体」という。）を公募しなければならない。ただし、屋内遊び場の適正な管理を確保する

ため市長が特に認めたときは、この限りでない。 

 （指定管理者の業務の範囲) 

第１７条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 

⑴ 屋内遊び場の管理及び運営に関する業務 

⑵ 屋内遊び場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

⑶ 第４条各号に掲げる事業に関する業務 

⑷ 屋内遊び場の利用許可等に関する業務 

⑸ 利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関する業務 

⑹ 利用料金の減額及び免除に関する業務 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、屋内遊び場の管理運営上市長が必要と認める業務 

 （指定管理者の指定の手続） 

第１８条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に規則で定める書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、南相馬市指定管理者選定審査委員会におい

て、次に掲げる基準を総合的に審査し、最も適切な管理を行うことができると認める団

体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものと

する。 

⑴ 市民の平等な利用を確保することができるものであること。 

⑵ サービスの向上を図ることができるものであること。 

⑶ 屋内遊び場の管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。 

⑷ 屋内遊び場の管理を安定して行うための物的能力及び人的能力を有するものである

こと。 

⑸ 地域住民、団体や行政との連携を図ることができるものであること。 

⑹ 業務上知り得た個人情報（南相馬市個人情報保護条例（平成１８年南相馬市条例第

２３号）第２条第１号で規定する個人情報。以下同じ。）を漏らし、又は不当な目的に

使用しない体制が整備されているものであること。 

⑺ その他公の施設の性質又は目的に応じて市長が定める基準 

 （指定管理者の指定等の公告） 

第１９条 市長は、前条の規定により指定管理者を指定したとき、又は第２４条第１項の

規定により、指定の取消し若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止

を命じたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 

 （管理の基準） 
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タイプライターテキスト
２１



 

第２０条 指定管理者は、次に掲げる基準により、屋内遊び場の管理に関する業務を行わ

なければならない。 

⑴ この条例の規定を遵守し、適正な屋内遊び場の運営を行うこと。 

⑵ 利用者に対して公平かつ適切にサービスの提供を行うこと。 

⑶ 個人に関する情報（以下「個人情報」という。）の漏えいの防止、その他の個人情報

の適切な管理のために必要な措置を講ずること。 

 ⑷ 施設等の維持管理を適切に行うこと。 

 （協定の締結） 

第２１条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と屋内遊び場の管理に関し、規則で定

める事項を記載した協定を締結しなければならない。 

 （事業報告書の作成及び提出） 

第２２条 指定管理者は、毎年度終了後６０日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報

告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第２４条

第１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して６０

日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

 ⑴ 管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項 

 ⑵ 利用料金の収入の実績に関する事項 

 ⑶ 管理経費の収支状況に関する事項 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定管理者による屋内遊び場の管理の実態を把握する

ために必要なものとして市長が定める事項 

 （業務報告の聴取等） 

第２３条 市長は、屋内遊び場の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理

者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必

要な指示を行うことができる。 

 （指定の取消し等) 

第２４条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又はその他指定管理者の責

めに帰すべき理由により当該指定管理者による屋内遊び場の管理を継続できないと認め

るときは、その指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ

とができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管

理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。 

 （利用料金） 

第２５条 屋内遊び場の利用料金は無料とする。ただし、第８条第１項の規定により占有

利用者が多目的室を占有して利用しようとする場合には利用料金を徴するものとする。 

２ 利用料金は基本利用料金及び特別利用料金とする。 

３ 前項に掲げる利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定めるものとする。 

４ 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。 

５ 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、後

納とすることができる。 
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 （利用料金の収入） 

第２６条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

 （利用料金の減免） 

第２７条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、収受する利用料金を減額し、又は免

除することができる。 

 （利用料金の不返還） 

第２８条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認

めるときは、その利用料金の全部又は一部を返還することができる。 

 （行為の禁止) 

第２９条 屋内遊び場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

 ⑴ 施設を滅失し、損傷し、又は汚損すること。 

 ⑵ ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。 

 ⑶ 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。 

 ⑷ 火気を使用すること。 

 ⑸ 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること 

 ⑹ 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけること 

 ⑺ 危険な遊戯をし、又は公衆の利用に支障ある行為をすること 

 ⑻ その他屋内遊び場の管理に支障をきたすおそれがある行為をすること 

２ 指定管理者は、前項各号のいずれかに該当する者又はその恐れがある者の入場を制限

し、又は退場を命ずることができる。 

 （指定管理者が行う個人情報の取扱い等） 

第３０条 指定管理者及び屋内遊び場の管理の業務に従事している者（以下「従事者」と

いう。）は、南相馬市個人情報保護条例（平成１８年南相馬市条例第２３号）第１０条

に規定する受託者等の責務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するととも

に、屋内遊び場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用

してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は

従事者の職務を退いた後においても同様とする。 

 （市長による管理） 

第３１条 第６条から第１０条まで、第１２条から第１４条まで、第２５条、第２７条か

ら第２９条まで及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市長が屋内遊び場の管理を

行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料

金」とあるのは「使用料」と、第６条から第１０条まで、第１２条、第１４条中「指定

管理者」とあるのは「市長」と、第１３条第２項中「指定管理者及び市」とあるのは「市」

と、第２５条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第２項中「金額の範囲内に

おいて、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする」とあるのは「額

とする」と、第２６条から第３０条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替える

ものとする。 

(委任) 

第３２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

 （準備行為） 

２ センターの利用に係る申請その他利用のために必要な準備行為は、この条例の施行前

においても、この条例の例により行うことができる。 

 （南相馬市障がい者の利用に係る公の施設の使用料又は利用料金の免除に関する条例の

一部改正) 

３ 南相馬市障がい者の利用に係る公の施設の使用料又は利用料金の免除に関する条例

(平成１８年南相馬市条例第１２３号)の一部を次のように改正する。 

   （次のよう略） 

 

別表（第２５条関係） 

１ 基本利用料金 

棟区分 施設区分 単位 
利用料金（占有利用

の場合に限る） 

Ａ棟 － － － 

Ｂ棟 多目的室 １時間 ２００円 

２ 特別利用料金 

種別 利用料金の額 

入場料徴収利用加算料 

入場料の額が1,000円以下の場

合 

基本利用料金の額の100分の

20に相当する額 

入場料の額が 1,000円を超え

2,000円以下の場合 

基本利用料金の額の100分の

30に相当する額 

入場料の額が 2,000円を超え

3,000円以下の場合 

基本利用料金の額の100分の

50に相当する額 

入場料の額が 3,000円を超え

5,000円以下の場合 

基本利用料金の額の100分の

80に相当する額 

入場料の額が5,000円を超える

場合 

基本利用料金の額の100分の

100に相当する額 

営利目的利用加算料 基本利用料金の額の100分の200に相当する額 

会場準備利用料金 基本利用料金の100分の50に相当する額 

備考 

１ 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間として計算する。 

２ 利用時間を延長した場合の利用料金は、1時間当たりの利用料金の100分の120に相当す

る額とする。 

３ 「入場料徴収利用加算料」とは、入場料を徴収して利用する場合に、基本利用料金に

加算する額をいう。 
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４ 「営利目的利用加算料」とは、営利を目的として、物品の販売、宣伝等に利用する場

合に、基本利用料金に加算する額をいう。 

５ 「会場準備利用料金」とは、準備のために利用する場合の利用料金をいう。 
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 ○南相馬市屋内遊び場条例施行規則（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、南相馬市屋内遊び場条例(令和２年南相馬市条例第●●号。以下「条

例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （利用許可等） 

第２条 条例第８条第１項の規定により許可を受けようとする占用利用者は、屋内遊び場

多目的室利用許可（変更承認・取消承認・利用料金減免）申請書（様式第１号）を、指

定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者をいう。以下同じ。）に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による利用許可の申請は、利用しようとする日の３月前から受け付けるも

のとする。 

３ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合で、屋内遊び場の管理運

営上支障がないと指定管理者が認めたときは、前項に定める期間の前においても利用の

申請をすることができる。 

 ⑴ 市又は指定管理者が、主催又は共催する事業で利用するとき。 

 ⑵ その他指定管理者が特に認めるとき。 

 （利用許可証の交付） 

第３条 前条の規定による申請を許可した場合には、屋内遊び場多目的室利用許可（変更

承認・取消承認・利用料金減免決定）書（様式第２号)を交付し、許可しないときはその

旨を申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により、利用料金に不足が生じるときは、占有利用者は当該不足分を直ち

に納付しなければならない。 

 （物品販売等の許可の申請） 

第４条 条例第９条の規定により、同条各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、

屋内遊び場物品販売等許可申請書（様式第３号。以下「物品販売等許可申請書」という。)

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の物品販売等許可申請書の提出があった場合において、その販売等を許

可するときは、屋内遊び場物品販売等許可書(様式第４号)を交付し、許可しないときは

その旨を申請者に通知するものとする。 

 （利用許可の取消し等） 

第５条 指定管理者は、条例第１２条の規定により、利用の許可を取消し、又は利用を制

限し、若しくは停止するときは、屋内遊び場多目的室利用(取消・制限・停止)決定書（様

式第５号）により通知するものとする。 

 （利用料金の納入） 

第６条 条例第２５条の利用料金は、利用許可を受けると同時に納入しなければならない。

利用許可を受けた後に利用の内容を変更し、利用料金を追加納入する場合も同様とする。 

 （利用料金の減免及びその手続） 

第７条 条例第２７条の規定による利用料金の減額又は免除は、次に掲げるところによる。 

 ⑴ 市、福島県又は国が利用する場合 全額 

資料２－４ 
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 ⑵ 幼稚園、保育園(所)、認定こども園又は小学校の長が幼児、児童の行事のために利

用する場合 全額 

 ⑶ 個人又は法人その他の団体が、子どもの利用に供するための事業や行事に利用する

場合 ５割 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が認める額 

２ 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、屋内遊び場多目的室利用許

可（変更承認・取消承認・利用料金減免）申請書（様式第１号）に必要事項を記入し、

指定管理者に提出しなければならない。 

 （利用料金の返還） 

第８条 条例第２８条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げ

る場合とし、返還する額はそれぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 指定管理者において施設の管理上必要が生じたことにより利用の許可を取り消した

とき 既納の利用料金の全額 

 ⑵ 利用者の責めによらない理由により施設を利用できないとき 指定管理者が市長と

協議して定める額 

 ⑶ 利用開始の日前１０日までに利用の取り消しについて申請があり、指定管理者の承

認を受けたとき 全額 

 ⑷ 利用開始の日前１０日までに許可事項の変更の申請があり、指定管理者の承認を受

けたとき 変更部分に相当する額 

２ 前項の規定により利用料金の全部又は一部の返還を受けようとする者は、屋内遊び場

多目的室利用料金返還申請書(様式第６号)を指定管理者に提出しなければならない。 

 （公募に明示する事項） 

第９条 市長は、条例第１６条の規定により指定管理者の公募を行う場合は、次に掲げる

事項をあらかじめ明示するものとする。 

 ⑴ 屋内遊び場の概要 

 ⑵ 指定管理者が行う管理の基準 

 ⑶ 指定管理者が行う業務の範囲及び具体的内容 

 ⑷ 指定の期間 

 ⑸ 利用料金に関する事項 

 ⑹ 市が支払うべき管理の費用(以下「指定管理料」という。）に関する事項 

 ⑺ 申請者の資格要件 

 ⑻ 申請方法及び選定の基準 

 ⑼ その他市長が必要と認める事項 

 （指定申請書の提出等） 

第１０条 条例第１８条第１項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、

指定管理者指定申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書 

 ⑵ 定款、規約その他これらに類する書類 

 ⑶ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 
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 ⑷ 団体の経営状況等を説明する書類 

 ⑸ その他市長が必要と認める書類 

 （選定結果の通知） 

第１１条 市長は、条例第１８条第２項の規定により、指定管理者の候補者を選定したと

きは、速やかに選定結果を申請団体に通知しなければならない。 

 （協定書に定める事項） 

第１２条 条例第２１条の規定により協定で定める事項は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 指定の期間に関する事項 

 ⑵ 屋内遊び場の管理に関する事項 

 ⑶ 利用料金に関する事項 

 ⑷ 指定管理料に関する事項 

 ⑸ 事業報告に関する事項 

 ⑹ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

 ⑺ 管理の業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項 

 ⑻ 管理の業務に関し保有する情報の公開に関する事項 

 ⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （市長による管理） 

第１３条 第２条、第３条、第５条から第８条まで、様式第１号、様式第２号、様式第５

号及び様式第６号の規定は、指定管理者に代わって、市長が屋内遊び場の管理を行う必

要が生じた場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」と

あるのは「使用料」と、第２条第１項中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「屋

内遊び場多目的室利用許可（変更承認・取消承認・利用料金減免）申請書（様式第１号。

以下「利用許可等申請書」という。）」とあるのは「屋内遊び場多目的室使用許可（変

更承認・取消承認・使用料減免）申請書（様式第１号。以下「使用許可等申請書」とい

う。）」と、「指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）」とあるのは「市長」と、同条第２項

中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第３項中「指定管理者」とあるのは「市

長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第３条中、「屋内遊び場多目的室利用許可（変

更承認・取消承認・利用料金減免決定）書（様式第２号)」とあるのは「屋内遊び場多目

的室使用許可（変更承認・取消承認・使用料減免決定）書（様式第２号)」と、第３条第

２項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第５条中「指定管理者」とあるのは「市

長」と、「利用」とあるのは「使用」と、「屋内遊び場多目的室利用(取消・制限・停止)

決定書」とあるのは「屋内遊び場多目的室使用(取消・制限・停止)決定書」と、第６条

中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、「利用」とあるのは「使用」と、第７条第

２項中「利用許可等申請書」とあるのは「使用許可等申請書」と、「指定管理者」とあ

るのは「市長」と、第８条第１項第１号中「指定管理者」とあるのは「市」と、「利用」

とあるのは「使用」と、同項第２号中「指定管理者が市長と協議して定める額」とある

のは「市長が定める額」と、同項第４号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条

第２項中「屋内遊び場多目的室利用料金返還申請書」とあるのは「屋内遊び場多目的室

使用料返還申請書」と、様式第１号中「屋内遊び場多目的室利用許可（変更承認・取消
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承認・使用料減免）申請書」とあるのは「屋内遊び場使用許可（変更承認・取消承認・

使用料減免）申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第２号中「屋内

遊び場多目的室利用許可(変更承認・取消承認・利用料金減免決定)書」とあるのは「屋

内遊び場多目的室使用許可(変更承認・取消承認・使用料減免決定)書」と、「指定管理

者」とあるのは「市長」と、様式第５号中「屋内遊び場多目的室利用(取消・制限・停止)

決定書」とあるのは「屋内遊び場多目的室使用(取消・制限・停止)決定書」と、「指定

管理者」とあるのは「市長」と、様式第６号中「指定管理者」とあるのは「市長」と読

み替えるものとする。 

 （その他) 

第１４条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

 （準備行為） 

２ 条例附則第２項の規定により条例の施行により前に行われる準備行為は、この規則に

より行うことができる。 
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様式第１号（第２条、第７条関係） 

年  月  日 

 

屋内遊び場多目的室利用許可（変更承認・取消承認・利用料金減免）申請書 

 

 指定管理者  

                    申請者住所 
                    氏   名              ㊞ 
                    所属団体名 
                    代表者氏名 

                    連 絡 先 電話番号  － 

 

 次のとおり、屋内遊び場多目的室を利用（利用変更・利用取消）したいので申請いたし
ます。 

太線の中のみご記入願います。 

1 利用目的   事業・行事名   
※ 

利用

料金 2 利用区分   

3 入場料徴収の有無 有（             円） ・ 無 

4 利用日時 

    年 月 日 時 分～ 時 分 時間 

円 

    年 月 日 時 分～ 時 分 時間 

    年 月 日 時 分～ 時 分 時間 

5 入場予定人員 大人    人・子ども    人・計    人 

6 その他参考事項   

利用料金 円 
減免後の 

利用料金 
円 納入月日 年  月  日 

上記施設の使用について、次の理由により利用料金の減免を申請いたします。 

備考 利用許可の変更・取消承認申請を行う場合は、利用許可書を添付のこと。 

利用料金減免の理由 

 

該当するものを○で

囲んでください。 

・市、福島県又は国が利用する場合 

・幼稚園、保育園、認定こども園、小学校行事で利用する場合 

・個人、法人、団体が子どものための事業等に利用する場合。 

・その他（                      ） 

利用料金 減免根拠 減免率 減免金額 減免後の利用料金 

円 

 

 100
 

円 円 
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様式第２号（第３条関係） 

年  月  日 

 

屋内遊び場多目的室利用許可（変更承認・取消承認・利用料金減免決定）書 

 

 氏名           様 

 

                              指定管理者  印  

 

  年  月  日付けで申請のあった屋内遊び場多目的室の利用（利用変更・利用取消）

については、次のとおり許可（承認）します。 

1 利用目的   事業・行事名   
※ 

利用

料金 2 利用区分   

3 入場料徴収の有無 有（             円） ・ 無 

4 利用日時 

    年 月 日 時 分～ 時 分 時間 

円 

    年 月 日 時 分～ 時 分 時間 

    年 月 日 時 分～ 時 分 時間 

5 入場予定人員 大人    人・子ども    人・計    人 

6 その他参考事項   

利用料金 円 
減免後の 

利用料金 
円 納入月日 年  月  日 

許可条件 

 １ 利用の際は、この許可書を提示すること。 

 ２ 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。 

 ３ 収容人員を超えて入場させないこと。 

 ４ 許可を得ないで火気を使用しないこと。 

 ５ 施設及び附属設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。 

 ６ 所定の場所以外での飲食及び喫煙はしないこと。 

 ７ 利用許可を受けていない施設を使用しないこと。 

 ８ 許可を得ないで、屋内遊び場の建物及び施設内で物品販売や寄附の勧誘等を行わないこと。 

 ９ 事前に非常口及び避難経路を確認し、非常の際入場者を安全に避難誘導すること。 

 10 入場者の安全確保に十分配慮すること。 

 11 非常口、消火設備の周辺に物を置かないこと。 

 12 その他係員の指示に従うこと。 
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様式第３号（第４条関係） 

年  月  日  

 

屋内遊び場物品販売等許可申請書 

 

 南相馬市長 

                      住  所 

                      氏  名 

                      電話番号 

 

 次のとおり、屋内遊び場において物品販売等の行為をしたいので申請します。 

事業(催物)名称 
  

利用施設名 
  

目
的
外
利
用
の
行
為 

利用日時 
自：   年  月  日 ( 曜日)     時  分 から 

至：   年  月  日 ( 曜日)     時  分 まで 

行為場所 
  

行為目的 
  

行為責任者 

住所 

氏名 

行為内容 
  

備考 
  

備考 多目的室で物品販売等を行う場合は、屋内遊び場多目的室利用許可（変更承認・取

消承認・利用料金減免決定）書を添付してください。 
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様式第４号（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

屋内遊び場物品販売等許可書 

 

 氏名             

 

                     南相馬市長           印 

 

   年  月  日付けで申請のあった屋内遊び場における物品販売等については、次

のとおり許可します。 

事業(催物)名称 
  

利用施設名 
  

目
的
外
利
用
の
行
為 

利用日時 
自：   年  月  日 ( 曜日)     時  分 から 

至：   年  月  日 ( 曜日)     時  分 まで 

行為場所 
  

行為目的 
  

行為責任者 

住所 

氏名 

行為内容 
  

備考 
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様式第５号（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

屋内遊び場多目的室利用(取消・制限・停止)決定書 

 

 氏名 

                             指定管理者   印 

 

 次のとおり、屋内遊び場多目的室の利用(取消・制限・停止)を決定します。  

申請年月日 年  月  日 許可年月日 年  月  日 

利用目的   

利用施設  

許可を受けた内容 

自：    年  月  日(  曜日)    時  分 から 

至：    年  月  日(  曜日)    時  分 まで 

自：    年  月  日(  曜日)    時  分 から 

至：    年  月  日(  曜日)    時  分 まで 

自：    年  月  日(  曜日)    時  分 から 

至：    年  月  日(  曜日)    時  分 まで 

取消・制限・停止 

の理由 
  

利用料金 円 

(教示) 

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内に、

南相馬市長に対して審査請求をすることができます。 

2 この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6

か月以内に、南相馬市を被告として(訴訟において市を代表する者は南相馬市長となります。)、処分の取

消しの訴えを提起することができます。なお、上記 1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起することができ

ます。 

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)

があった日の翌日から起算して 1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場

合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して 1年を経過した後であっても審査請求

をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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様式第６号（第８条関係） 

年  月  日 

 

屋内遊び場多目的室利用料金返還申請書 

 

 指定管理者  

 

                      住  所 

                      氏  名 

                      電話番号 

 

次のとおり、屋内遊び場多目的室利用料金の返還を申請します。 

申請年月日 年 月 日 許可年月日 年 月 日 

利用目的   

利用施設  

許可を受けた内容 

自：    年  月  日(  曜日)   時  分 から 

至：    年  月  日(  曜日)   時  分 まで 

自：    年  月  日(  曜日)   時  分 から 

至：    年  月  日(  曜日)   時  分 まで 

自：    年  月  日(  曜日)   時  分 から 

至：    年  月  日(  曜日)   時  分 まで 

変更(取消)

の内容 

変更前   

変更後   

変更(取消)の理由   

利用料金                    円 

既納利用料金                    円 

変更後利用料金                    円 

返還額計                    円 

備考   

 1 利用許可書を添付してください。 

 2 太枠の中のみご記入願います。 
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様式第７号（第１２条関係） 

 

 

指定管理者指定申請書 

 

年  月  日 

 

 南相馬市長 

                     所 在 地 

                     団 体 名 

                     代表者氏名 

 

 南相馬市屋内遊び場条例第１７条第１項の規定に基づき、屋内遊び場の指定管理者の指

定を受けたいので、次の書類を添えて申請します。 

 

 

(添付書類) 

1 管理に関する業務の事業計画書及び収支予算書 

2 定款、規約その他これらに類する書類 

3 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 

4 団体の経営状況等を説明する書類 

5 その他市長が必要と認める書類 
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